
大口町告示第５７号 

 

 夏期の土日輪番操業に対応した大口町放課後児童クラブ実施要綱の特例に関する

要綱を次のように定める。 

 

  平成２３年７月１日 

 

大 口 町 長  森     進   



夏期の土日輪番操業に対応した大口町放課後児童クラブ実施要綱の特

例に関する要綱 

(目的) 

第１条 電力需給対策における企業の就業時間等の変更（以下「土日輪番操業」と

いう。）に伴い、大口町放課後児童クラブの管理及び運営に関して必要な事項を

定めるものとする。 

 (休日) 

第２条 大口町放課後児童クラブ実施要綱（平成３年大口町告示第２８号）（以下

「実施要綱」という。）第５条第１項中第１号を削り、第２号を１号とし、第３

号を第２号とする。 

(対象等) 

第３条 保護者及び同居親族の勤める会社が土日輪番操業により、週休日が土曜日

及び日曜日から変更となり、保護者及び同居親族のいずれもが土曜日及び日曜日

に家庭での保育ができなくなる児童について、保護者の申出により対象とする。 

２ 前項の規定により対象となる児童（以下「土日振替児童クラブ対象児童」とい

う。）は、土曜日及び日曜日を利用する場合は、平日に土曜日及び日曜日にあた

る振替日を指定しなければならない。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２３年９月３０日限り、その効力を失う 
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